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はじめにはじめに
　近年、日本の税務行政、特に税務調査のあり方が大きな転換期を迎えている。

税務調査の現場においては、マイナンバー制度の導入による情報量の飛躍的な増

大、ＡＩ技術の活用、さらには新型コロナウイルス感染症の影響による人材育成

の遅れや人員不足、そして税務行政そのものの形式要件主義への傾倒など、多岐

にわたる変化が顕著である。国税庁はこれらの変化に対応するため、様々な取り

組みを進めていることが、大阪国税局の「令和６事務年度７月期の全管税務署長

・副署長会議資料」（行政文書開示資料）からも見て取れる。

　本稿では、これらの変化が税務調査のあり方にどのような影響を与え、国税庁

が今後直面するであろう課題と展望について考察する。

１．マイナンバーとＡＩがもたらす情報量の増大と１．マイナンバーとＡＩがもたらす情報量の増大と
　　税務調査の変容　　税務調査の変容
　マイナンバー制度の導入は、国税庁が把握できる納税者の情報量を劇的に増加

させた。銀行口座情報、不動産登記情報、証券取引情報など、これまで個別に収

集する必要があった情報がマイナンバーを基軸として紐付けられ、効率的に集約

されるようになった。これにより、国税庁は納税者の資産状況や経済活動をより

包括的に把握することが可能となり、調査対象の選定精度が飛躍的に向上した。

　さらに、この膨大な情報を分析するためにＡＩ技術の活用が進められている。

国税庁は、ＩＣＴ支援ルームにおいて会計ソフトの復元・加工、紙帳票のデータ

化、外国語資料の翻訳、削除されたデータの復元、メールデータ等の効率的な解

析、スマートフォンのバックアップデータの解析など、ＩＣＴ調査の支援を行っ

ており、特に事務用モバイルを活用した翻訳ロボット等の有効活用を推進してい

る。また、機械学習等の高度な分析手法によるデータ分析に基づき業務上の判断

を行う職員に対し、統計学、機械学習の基礎知識、ＢＩツールに係る基本的な操

作スキルを習得させる「データリテラシー・スタンダードレベル研修」を実施し

ている（図１・２）。これらの取り組みは、ＡＩが単なるスクリーニングツールと

してだけでなく、個別の事案におけるリスク評価や証拠収集の補助など、より高

度な判断にも関与していく可能性を秘めていることを示唆している。

　この情報量の増大とＡＩ活用は、従来の税務調査が「勘と経験」に頼る部分が

大きかった時代から、データに基づいた科学的な調査へと移行していることを示

している。納税者側から見れば、これまで以上に透明性の高い情報管理と正確な

申告が求められる時代が到来したと言えるだろう。

２．コロナ禍が露呈させた人材育成の遅れと２．コロナ禍が露呈させた人材育成の遅れと
　　国税庁の人材不足　　国税庁の人材不足
　一方で、国税庁は深刻な人材育成の遅れと人員不足という課題に直面してい

る。新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、国税庁の業務にも大きな影響を

与えた。対面での研修やＯＪＴが制限され、若手職員の税務調査における実践的

な経験を積む機会が減少した。税務調査は、単に法令を適用するだけでなく、納

税者との対話や交渉、証拠の収集と分析といった多岐にわたるスキルが要求され

る。これらのスキルは、実践を通じてしか十分に習得できない側面が強い。

　人材育成の遅れと人員不足は、今後の税務調査の品質低下を招くリスクを孕ん

でいる。ＡＩによる効率化が進む一方で、複雑な事案やグレーゾーンの判断にお

いては、個々の調査官の能力が結果を大きく左右するため、人材確保と育成は国

税庁にとって喫緊の課題と言える。これを補うため形式要件主義の傾向を強めて

いる。

３．税務行政の形式要件主義への変化と３．税務行政の形式要件主義への変化と
　　税法の構造的課題　　税法の構造的課題
　近年の税務行政は、「形式要件主義」への傾倒が顕著になっている。これは、

実質的な経済活動よりも、書類上の記載や手続きの不備といった形式的な要件を

重視する傾向を指す。この背景には、複雑化する経済取引や多様な税務スキーム

に対応するため、画一的な判断基準を設けることで行政効率を高めたいという思

惑があると考えられる。この結果、柔軟な事案対応の困難さや納税者との信頼関

係の希薄化を招くことになります。

　具体的な例としては、消費税のインボイス制度が挙げられる。インボイス制度

は、その形式的な要件を満たさないだけで納税者が不利益を被るケースが散見さ

れる。税務調査においても、実態よりも書類の不備を指摘されることで、納税者

が不当に追徴課税を受けるリスクが高まる。

　この形式要件主義の背景には、日本の税法が抱える構造的な課題がある。日本

の税法は、しばしば「財務省への委任規定」を利用しており、税法の詳細な判断

基準が国会の議決ではなく、財務省令や通達によって定められることが多い。こ

れにより、税法の解釈や運用が、国民の代表機関である国会ではなく、行政機関

である財務省の裁量に大きく委ねられることとなる。

　税務調査において、単なる形式的な不備を指摘するのではなく、納税者の実態

に即した公正な判断が下されるためには、この税法の構造的な問題にも目を向け

る必要がある。

結　論結　論
　税務調査をめぐる国税庁の変化は、情報技術の進化と社会情勢の変遷、そして

税法そのものの構造的課題が複雑に絡み合って生じている。マイナンバーとＡＩ

による情報量の増大は、税務調査をより効率的かつ科学的なものへと変革する可

能性を秘めている一方で、人材育成の遅れ、人員不足は、運用の質の維持・向上

にとって大きな足かせとなっている。さらに、税務行政の形式要件主義への傾倒

と、税法における財務省への委任規定は、納税者の権利保護や公平な税務行政の

実現に課題を投げかけている。

　これらの変化を踏まえ、納税者が税務調査対策として講じるべきことは多岐に

わたる。

　まず第一に、国税通則法に定める調査手続きや人権規定を正確に理解すること

が不可欠である。税務調査は税務職員の強権的な行為ではなく、法律に則った手

続きを踏むことが義務付けられている。適正手続を確認する姿勢が重要となる。

　第二に、近年顕著な現実離れした形式要件主義にも問題があることを指摘する

視点を持つべきである。財務官僚はインボイス制度導入初期に自販機の住所の記

載義務を定めた。さすがに、しばらくしてこの規定は撤回されたものの、実務を

知らない官僚が作る形式要件が存在することに注意しなければならない。

　最後に、国税庁がＡＩ活用を推進する中で、ＡＩ判断に盲従し強権的な税務調査

を行いかねない職員が存在することにも注意を払う必要がある。ＡＩはあくまで

ツールであり、その分析結果は過去のデータに基づいているため、個別の事情や

新たな取引形態に対応しきれない場合がある。また、元データが誤っている場合

もある。デジタル化が進行している国では、誤ったデータにより更正処分を受

け、多額の滞納税額が差し押さえされる事件が起こっている。

　これらの課題を克服し、納税者の信頼を維持する税務行政を構築することが、

これからの税務行政に求められる課題である。そして納税者自身も、変化する税

務行政の現状を監視し、自身の権利を守るための知識と準備を怠らないことが、

適正かつ公平な社会の実現に繋がると考える。

 （終わり）

出典） 大阪国税局「令和６事務年度７月期全管税務署長・副署長
会議資料」（2025.7.29開催）
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